
 1 

第 ３ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２８年３月１８日（金）午前１０時００分 

 

場      所  津市芸濃庁舎 ２階 中会議室３・４ 

 

出 席 部 会 委 員   1 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 3 森
もり

 恒
つね

利
とし

・ 5 青木
あ お き

 正司
しょうじ

 

           6 赤塚
あかつか

 薫
かおる

 ・ 7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

・ 9 大田
お お た

 武士
た け し

・10 奥山
おくやま

 勘五郎
かんごろう

 

          14 前田
ま え だ

 紀男
の り お

・15 杉谷
すぎたに

 正美
ま さ み

・16 田中
た な か

 茂人
し げ と

・20 中川
なかがわ

 文
ふみ

博
ひろ

 

22 中 林
なかばやし

 長 一
ちょういち

・23 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・43 後藤
ご と う

 勝
かつ

 

以上１５名 

 

欠 席 委 員    13 丹羽
に わ

 芳
よし

久
ひさ

・ 48 前川
まえかわ

 正
まさ

次
つぐ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部副主幹 美里：小林主幹 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査  香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  １ 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

・２２ 中 林
なかばやし

 長 一
ちょういち

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について  （農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・使用借権） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の 

       決定について（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第３回農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席は２名で、出席者は１５名です。 

       それでは、私から議事録署名者を指名させていただきます。 

       １番 池田委員、２２番 中林委員、よろしくお願いします。 

       まず初めに、会長の専決処分の報告事項に入ります。第１号から６号まで、

事務局、よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書をご覧いただきたいと思います。１ページから３ページに

なります。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

番号１から１３で、３ページになりますが、合計で件数は１３件、合計面積

は田で４６，０７１㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

続きまして、４ページから９ページのほう、お願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

番号１から９で、９ページになりますが、合計で件数は９件、面積は 

８１，３２９㎡で、その内訳としまして田が６８，７９６㎡、畑が 

１２，５３３㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が雑種地、山林になっているところにつきましては、無断転

用の可能性があるということで、届出人に対して指導させていただいておりま

す。 

１０ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

番号１、一般個人住宅用地の１件で、面積は畑で２４８㎡でございます。 

１１ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、番号２につきましては駐車場用地、番号３、資材置き場用地、番号

４、駐車場及び修理車両置き場用地、番号５、一般個人住宅用地。 

以上、件数は５件で、合計面積は４，０７６㎡、この内訳は田が３，４８２

㎡、畑が５９４㎡でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、事務所及び倉庫用地の１件で面積は、畑で１，６１３．９㎡でござ

います。 

１３ページをお願いいたします。 
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報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１、共同住宅用地の１件で、面積は、田で９２９㎡でございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局より説明があったとおりでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案書の１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 栗真、受人     、面積８７，７８６㎡、渡人  

    、面積７，４４１㎡、申請地 栗真小川町坂下    、台帳地目・

現況地目とも田で、面積８８２㎡外２筆で、合計面積５，３９７㎡です。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

番号２、地区 栗真、受人     、面積８７，７８６㎡、 

渡人     、面積３，５８６㎡、申請地 栗真小川町西浦    、台帳

地目・現況地目とも田で、面積７６８㎡外２筆で合計面積３，５８６㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

番号３、地区 櫛形、受人     、面積２４，５４４㎡、渡人   、 

面積２４，５４４㎡、申請地 殿村西手垂    、台帳地目 田・現況地目

 畑、面積３，１９３㎡外１筆で、合計面積５，５７２㎡。 

これにつきましては、親子間の生前部分贈与になります。 

番号４、地区 高茶屋、受人     、面積４，８５３㎡、渡人   、

面積５，８８８㎡、申請地 高茶屋小森上野町小森川    、台帳地目・現

況地目とも田で、面積１，０１１㎡外１筆で、合計面積１，９０７㎡。 

これにつきましては、労力不足のため営農を縮小する渡人からの要望を受け

て、受人は申請地を譲り受けるものです。 

番号５、地区 椋本、受人     、面積１５，７８６㎡、渡人   、 

面積７，６４０㎡、申請地 芸濃町椋本精進谷    、台帳地目・現況地目

とも田で、面積６，１４６㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため、労力不足の渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号６、地区 雲林院、受人     、面積５，４７１㎡、渡人   、

面積３，１９５㎡、申請地 芸濃町雲林院西之院    、台帳地目 田・現

況地目 畑、面積５８５㎡外１筆で、合計面積１，０４７㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

１５ページをお願いします。 
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番号７、地区 長野、受人     、面積１４，０７２㎡、渡人   、 

面積４，７３７㎡、申請地 美里町南長野松本    、台帳地目・現況地目

とも田、面積１，３３６㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

番号８、地区 辰水、受人     、面積５，９７１㎡、渡人    、

面積８，２９６㎡、申請地 美里町家所岩欠    、台帳地目・現況地目と

も畑で、面積３３２㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号９、地区 村主、受人     、面積６，９９６㎡、渡人    、 

面積３，５４０㎡、申請地 安濃町川西塚田    、台帳地目・現況地とも

田、面積３，５４０㎡。これにつきましては、親子間の生前一括贈与です。 

以上、件数は９件、合計面積は２８，８６３㎡、この内訳としまして、田が

２７，５８１㎡、畑が１，２８２㎡でございます。 

いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下

限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 

       １番、２番、栗真。 

 

青木委員   ５番、青木です。 

       １４日に、地元委員の２人と現地確認をお願いしまして、何ら問題ないとい

うことです。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番、櫛形。 

 

森委員    ３番、森です。 

       ただいまの事務局の説明のとおりでございまして、問題はございません。た

だ、この両申請地はイチジクの栽培をしております。以上でございます。 

 

議  長   ４番、高茶屋。 

 

奥山委員   １０番、奥山です。何ら問題ありません。どうぞよろしく。 

 

議  長   ５番、６番は椋本。 

 

田中委員   １６番、田中です。 

       ５番ですが、この    さんという人は、私らと一緒に農業の委員をして

おるんですが、    というのを建てられまして、その農産の構成員の方ら

がこの作業をするということで、何ら問題はございませんので、よろしくお願



 5 

いしたいと思います。 

 

議  長   ６番。 

 

杉谷委員   １５番、杉谷です。何ら問題はございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ７番、長野。 

 

中川委員   ２０番、中川です。 

       ７番、８番ともに１４日に確認をいたしました。何ら問題ございませんの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   ９番、村主。 

 

平井委員   ２３番、平井です。 

       事務局の説明どおり、何ら問題ございませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号については

許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１６ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 大里、申請者     、申請地 大里窪田町墓ノ谷 

    、台帳地目 田・現況地目 畑、面積２１８㎡外２筆で、合計面積 

７７２㎡です。 

       これにつきましては、申請地を自営の建材業のための資材置場用地とするも

のです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 高野尾、申請者     、申請地 高野尾町七

曲    、台帳地目 田、現況地目 山林、面積１，６１７㎡外１筆で、合

計面積３，４０５㎡。 

       これにつきましては、平成１０年ごろから既に山林化しておりまして、始末

書の提出がありますことから、追認しようとするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

       番号３、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町西千里走り下 

    、台帳地目田・現況地目畑、面積１８８㎡。 

       これにつきましては、この後の議案第４号の番号１でご審議をお願いします

隣接店舗のための従業員用の貸し駐車場用地とするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 



 6 

       番号４、地区 辰水、申請者     、申請地 美里町家所楳田    

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４９７㎡。 

       これにつきましては、昭和５５年から一般個人住宅及び農業用倉庫用地とし

て利用されておりまして、始末書の提出がありますことから追認しようとする

ものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 辰水、申請者     、申請地 美里町家所北土深 

    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積１１６㎡。 

       これにつきましては、昭和５３年ごろから農業用倉庫及び駐車場用地として

利用されており、始末書の提出がありますことから追認しようとするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 安濃、申請者     、申請地 安濃町安濃天伯    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１５８㎡。 

       これにつきましては、平成１０年ごろから物置用地として利用されておりま

して、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 明合、申請者 株式会社      代表取締役    、

申請地 安濃町野口北興    、台帳地目・山林、現況地目・畑、面積 

５９６㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、３０９．１㎡、転用面積の５１．２％になります。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 明合、申請者 株式会社     代表取締役    、申

請地 安濃町野口北興    、台帳地目 山林、現況地目 畑、面積７０５

㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、３０９．１２㎡、転用面積の４３．８％となります。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は８件で、合計面積は６，４３７㎡、このうち田が４，３６５

㎡、畑が７７１㎡、台帳地目が山林となっております畑が１，３０１㎡でござ

います。 

       この案件につきまして、農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんの意見を伺います。 

       １番、私、大里でございます。 

           の上の荒れていた土地を申請者が資材置き場にするということで、

何ら問題なかろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

       ２番、高野。 

 

赤塚 委員  ６番、赤塚です。１４日に会長、副会長初め事務局で現地確認していただき

まして、もう山林化しているということで、問題ないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

議  長   ３番、上野。 
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前田委員   問題ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ４番、５番、辰水。 

 

中川委員   ２０番、中川です。事務局の説明どおりで問題はございませんので、よろし

くお願いします。 

 

議  長   ６番、安濃。 

 

中林委員   ２２番、中林です。事務局の説明どおりでございますので問題ございませ

ん。 

 

議  長   ７番、８番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林です。７番、８番と説明させていただきます。 

申請書のとおりで、ただいま事務局から説明がありましたとおりでございま

すので、何ら問題ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号については

許可をすることに決定をいたします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案書１７ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 高野尾、受人     外１名、渡人     、申請地 

高野尾町西南野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１１㎡です。 

       これにつきましては、受人は渡人から申請地を譲り受け、庭用地とするもの

です。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号２、地区 高宮、受人 社会福祉法人     理事     、渡人 

    、申請地 美里町足坂白樫    、台帳地目、現況地目とも畑で、

面積１０２㎡外１筆、合計面積で５１６㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、児童養護施設用

地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号３、地区 辰水、受人     、渡人     、申請地 美里町家

所西代    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積５２９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、寺院参拝者のた

めの駐車場用地とするものですが、平成２２年ごろから既にこの目的で利用さ

れておりまして、始末書の提出がありますことから追認しようとするもので
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す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 明合、受人     、渡人     、申請地 安濃町大

塚垣内    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積７７６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地、物置及び駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

       以上、件数は４件、合計面積は１，８３２㎡、このうち田が５２９㎡、畑が

１，３０３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 

       １番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番、赤塚です。 

       １４日に地元委員、事務局で現地確認していただきまして、土地の境界を確

認したら、ブロックの幅の９ｃｍ違っていたということで１１㎡を売買すると

いうことでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ２番、高宮。 

 

中川委員   ２０番、中川です。２番、３番説明します。 

       １４日に現地確認を行いました。事務局の説明どおりで、何ら問題はござい

ませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ４番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林。 

       ただいま事務局の説明ございまして、許可が相当と考えます。よろしくお願

いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号については

許可をすることに決定いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員
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会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 上野、借人 株式会社     代表取締役     、貸

人     、申請地 河芸町西千里走り下    、台帳地目 田、現況地

目 畑、面積３７３㎡外２筆で、合計面積６８６㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地をコンビニエンスストア用地とするものです。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

       番号２、地区 明合、借人     株式会社 代表取締役    、貸人 

    、申請地 安濃町大塚西山    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積１，４２８㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、６０８㎡、転用面積の４２．６％になります。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 明合、借人     株式会社 代表取締役     、貸

人     、申請地 安濃町大塚西山    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積９３１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は６０８㎡、転用面積の６５．３％になります。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件、合計面積は３，０４５㎡、このうち田が６８６㎡、畑が

２，３５９㎡です。 

       これらの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 

       １番、上野。 

 

前田委員   事務局の説明のとおり、何ら問題ございません。 

 

議  長   ２番、３番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林。２番と３番説明いたします。 

       ただいま事務局から説明がありましたとおり、太陽光発電施設用地でござい

ますので、何ら問題ございません。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号については

許可をすることに決定いたします。 
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       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 安東、借人     、貸人     、申請地 一色町西

浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積７５５㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３２８㎡、転用面積の４３．４％になります。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。それでは、地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、安東。 

 

太田委員   ２番、太田です。事務局の説明のとおりでございまして、１４日に地元委員

で現地確認を行いました。何ら問題はございません。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第５号については

許可をすることに決定いたします。 

 

議  長   次に、議案第６号 非農地証明願について、事務局の説明お願いいたしま

す。 

事 務 局   それでは、議案書２０ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 上野、願出者     、申請地 河芸町久知野古里   、

台帳地目 畑・現況地目 宅地、面積２９７㎡です。 

これにつきましては、固定資産課税台帳記載事項証明書によりまして、昭和

３０年には既に建物が建築されていることが確認できます。 

このことから、申請地は農地以外の用に供され、２０年以上が経過している

土地であり、これは津市農業委員会非農地証明等取扱要領第３条第１項第２号

の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えものと考

えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明は終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 
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前田委員   事務局の説明のとおり、問題はございません。 

  

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、証明することにいたし

ます。 

       次に、別紙でお配りしました議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について、事務局の説明をお願いいた

します。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

資料の２枚目をお願いします。農用地利用集積計画地区別集計表をご覧いた

だきたいと思います。 

各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

津地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１４０，９９０㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で５，０４８㎡、契約件数は７９件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３２，７７９㎡、契約件

数は２０件でございます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９１，０６４㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で２，５１３㎡、契約件数は２２件でございます。 

芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で７１，２５０．６７㎡、

畑の使用貸借で４，００８㎡、契約件数は２５件でございます。 

美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３，８６６㎡、契約件数

は２件でございます。 

香良洲地区につきましては、田の賃貸借で５，８０９㎡、契約件数は４件で

ございます。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて 

３４５，７５８．６７㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借で１１，５６９

㎡、合計契約件数は１５２件、合計面積は３５７，３２７．６７㎡となってお

ります。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は津地区で２８件、河芸地区１件、安濃地 

１２件、芸濃地区１８件で合計５９件、合計面積は１９７，１４７．６７㎡で

ございます。 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明は終わりました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、市長に進達をすること

にいたします。 

       以上をもちまして本部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしまし

た。 

       以上をもちまして、第３回第１農地部会を終了いたします。 
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